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(57)【要約】
【課題】試料片の順番が入れ替わった場合でも、試料片
の仕様が誤判定されることのないシート状ゴムのサンプ
リング方法及びその装置を提供する。
【解決手段】シート状ゴム３の各ロットにおける最後の
バッチの試料片３ａに、次のロットにおける最初のバッ
チの試料片３ａとの相違を判別可能な識別表示３ｂを識
別表示付与機２０によって付与するようにしたので、試
料片３ａの順番が入れ替わった場合でも、試料片３ａの
識別表示３ｂの有無により、各ロットの段替え前後の試
料片３ａが何れのロットのものかを容易に判別すること
ができる。これにより、試料片３ａの仕様が誤判定され
ることがなく、誤判定によって仕様通りのゴムが後工程
に送られないという不具合の発生を効果的に防止するこ
とができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　混練機から搬出されたゴムをシート状に圧延して搬送する際に、連続して搬送される複
数のロットの各バッチごとにそれぞれシート状ゴムから試料片を打ち抜いて採取するシー
ト状ゴムのサンプリング方法において、
　前記各ロットにおける少なくとも最後または最初のバッチの試料片に、次のロットにお
ける少なくとも最初または最後のバッチの試料片との相違を判別可能な識別表示を付与す
る
　ことを特徴とするシート状ゴムのサンプリング方法。
【請求項２】
　混練機から搬出されたゴムをシート状に圧延してコンベアで搬送する際に、連続して搬
送される複数のロットの各バッチごとにそれぞれシート状ゴムから試料片を打抜機で打ち
抜いて採取するシート状ゴムのサンプリング装置において、
　前記各ロットにおける少なくとも最後または最初のバッチの試料片に、次のロットにお
ける少なくとも最初または最後のバッチの試料片との相違を判別可能な識別表示を付与す
る識別表示付与手段を備えた
　ことを特徴とするシート状ゴムのサンプリング装置。
【請求項３】
　前記識別表示付与手段を、各ロットにおける最後のバッチの試料片のみに識別表示を付
与するように構成した
　ことを特徴とする請求項２記載のシート状ゴムのサンプリング装置。
【請求項４】
　前記識別表示付与手段を、識別表示を付与可能な凹凸部を外周面に有する回転部材と、
回転部材を回動自在に支持する支持部材と、試料片を採取する直前のシート状ゴムに回転
部材の外周面を押し付けるように支持部材を駆動する駆動機構とから構成した
　ことを特徴とする請求項２または３記載のシート状ゴムのサンプリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばタイヤの製造工程において、混練工程から搬送されたシート状ゴムか
らサンプリング用の試料片を採取するシート状ゴムのサンプリング方法及びその装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タイヤの製造工程においては、天然ゴム等の原料ゴム、カーボンブラック、配合
剤等を密閉型の混練機に投入して混練する工程があるが、混練されたゴムが仕様通りか否
かを各ロットの各バッチごとに判定する必要がある。そこで、従来では、混練機から搬出
されたゴムをシート状に圧延してコンベアで搬送する際に、連続して搬送される複数のロ
ットの各バッチごとにそれぞれシート状ゴムから試料片を打抜機で打ち抜いて採取し、試
料片を検査して仕様通りか否かを判定するようにしている（例えば、特許文献１参照。）
。
【特許文献１】特開昭６４－５０９２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、各バッチごとにシート状ゴムから採取された試料片は順番に判定室に搬送さ
れるが、例えば打抜機に試料片が残ったまま次の試料片が打ち抜かれるなど、試料片の順
番が入れ替わって判定室に搬送された場合には、各ロットの段替え前後では異なった仕様
のゴムと誤判定され、仕様通りのゴムであるにも拘わらず後工程に送られなくなるという
問題点があった。
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【０００４】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、試料片の
順番が入れ替わった場合でも、試料片の仕様が誤判定されることのないシート状ゴムのサ
ンプリング方法及びその装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は前記目的を達成するために、混練機から搬出されたゴムをシート状に圧延して
搬送する際に、連続して搬送される複数のロットの各バッチごとにそれぞれシート状ゴム
から試料片を打ち抜いて採取するシート状ゴムのサンプリング方法において、前記各ロッ
トにおける少なくとも最後または最初のバッチの試料片に、次のロットにおける少なくと
も最初または最後のバッチの試料片との相違を判別可能な識別表示を付与するようにして
いる。
【０００６】
　これにより、試料片の順番が入れ替わった場合でも、試料片の識別表示の有無により、
各ロットの段替え前後の試料片が何れのロットのものかを容易に判別可能となる。
【０００７】
　また、本発明は前記目的を達成するために、混練機から搬出されたゴムをシート状に圧
延してコンベアで搬送する際に、連続して搬送される複数のロットの各バッチごとにそれ
ぞれシート状ゴムから試料片を打抜機で打ち抜いて採取するシート状ゴムのサンプリング
装置において、前記各ロットにおける少なくとも最後または最初のバッチの試料片に、次
のロットにおける少なくとも最初または最後のバッチの試料片との相違を判別可能な識別
表示を付与する識別表示付与手段を備えている。
【０００８】
　これにより、試料片の順番が入れ替わった場合でも、試料片の識別表示の有無により、
各ロットの段替え前後の試料片が何れのロットのものかを容易に判別可能となる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、試料片の順番が入れ替わった場合でも、試料片の識別表示の有無によ
り、各ロットの段替え前後の試料片が何れのロットのものかを容易に判別することができ
るので、試料片の仕様が誤判定されることがなく、誤判定によって仕様通りのゴムが後工
程に送られないという不具合の発生を効果的に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１及び図６は本発明の一実施形態を示すもので、図１はサンプリング装置の概略側面
図、図２は識別表示付与機の側面図、図３は試料片の平面図、図４はシート状ゴムの平面
図、図５及び図６はサンプリング装置の動作を示す概略側面図、である。
【００１１】
　このサンプリング装置は、一対のローラ１で圧延されてコンベア２で搬送されるシート
状ゴム３から試料片３ａを打ち抜く打抜機１０と、試料片３ａを採取する直前のシート状
ゴム３に識別表示３ｂを付与する識別表示付与機２０とを備え、シート状ゴム３から打ち
抜かれた試料片３ａは判定室３０に搬送されるようになっている。
【００１２】
　打抜機１０は、円筒状の打抜刃１１と、打抜刃１１を昇降させるシリンダ１２とからな
り、打抜刃１１を上方からシート状ゴム３に下降することにより、図３に示すように円板
状の試料片３ａを打ち抜くようになっている。また、打抜刃１１の下方には、打抜刃１１
によって打ち抜かれた試料片３ａを判定室３０に搬送するコンベア１３が設けられている
。
【００１３】
　識別表示付与機２０は、シート状ゴム３に識別表示３ｂを付与可能な回転部材２１と、
回転部材２１を回動自在に支持する支持部材２２と、シート状ゴム３に回転部材２１を押
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し付けるように支持部材２２を駆動する駆動機構としてのシリンダ２３とを備え、支持部
材２２及び支持部材２２は支柱２４に取付けられている。回転部材２１は外周面に凹凸部
２１ａを有する円形の部材からなり、凹凸部２１ａによってシート状ゴム３に識別表示３
ｂ（凹凸部２１ａの跡）を付与するようになっている。支持部材２２は一端に回転部材２
１を支持する支軸２２ａを有し、回転部材２１が支軸２２ａを中心に回転するようになっ
ている。シリンダ２３は下端側にシリンダロッド２３ａを有し、シリンダロッド２３ａは
支持部材２２の他端に回動自在に連結されている。支柱２４はシリンダ２３の上端を回動
自在に支持するとともに、支持部材２２の一端側と他端側の間が支軸２４ａを介して回動
自在に連結されている。即ち、この識別表示付与機２０では、シリンダ２３によって支持
部材２２を上昇させると、回転部材２１が上昇してシート状ゴム３から離れ、シリンダ２
３によって支持部材２２を下降させると、回転部材２１が下降してシート状ゴム３に押し
付けられるようになっている。
【００１４】
　以上のように構成されたサンプリング装置においては、図示しない混練機から搬出され
たゴムを各ローラ１によりシート状に圧延してコンベア２で搬送する際、図４に示すよう
に連続して搬送される複数のロットＬ1 ，Ｌ2 ，Ｌ3 ，…，Ｌn-1 ，Ｌn の各バッチＢ1 
，Ｂ2 ，Ｂ3 ，…，Ｂn-1 ，Ｂn ごとにそれぞれシート状ゴム３の後端側から試料片３ａ
を打抜機１０で打ち抜いて採取し、試料片３ａを判定室３０に搬送して仕様通りか否かを
判定する。その際、各ロットの最初のバッチＢ1 から最後のバッチＢn の一つ前のバッチ
Ｂn-1 までは、図５に示すように打抜機１０のみが作動して試料片３ａの採取が行われ、
各ロットの最後のバッチＢn では、試料片３ａを採取する直前のシート状ゴム３に識別表
示付与機２０によって識別表示３ｂを付与しながら打抜機１０が作動して試料片３ａの採
取が行われる。この場合、作業者がロットの段替え操作を行うと、最後のバッチＢn のシ
ート状ゴム３に識別表示３ｂが付与されるように識別表示付与機２０が制御される。
【００１５】
　これにより、試料片３ａの順番が入れ替わった場合でも、図３(a)(b)に示すように試料
片３ａの識別表示３ｂの有無により、各ロットの段替え前後の試料片３ａが何れのロット
のものかを容易に判別可能となり、試料片３ａが誤った順番で判定されることがなくなる
。
【００１６】
　このように、本実施形態によれば、シート状ゴム３の各ロットにおける最後のバッチの
試料片３ａに、次のロットにおける最初のバッチの試料片３ａとの相違を判別可能な識別
表示３ｂを付与するようにしたので、試料片３ａの順番が入れ替わった場合でも、試料片
３ａの識別表示３ｂの有無により、各ロットの段替え前後の試料片３ａが何れのロットの
ものかを容易に判別することができる。これにより、試料片３ａの仕様が誤判定されるこ
とがなく、誤判定によって仕様通りのゴムが後工程に送られないという不具合の発生を効
果的に防止することができる。
【００１７】
　この場合、各ロットにおける最後のバッチの試料片３ａのみに識別表示３ｂを付与する
ようにしたので、識別表示３ｂの付与を最小限にすることができ、生産性を低下させるこ
とがないという利点がある。
【００１８】
　また、識別表示付与機２０を、識別表示３ｂを付与可能な凹凸部２１ａを外周面に有す
る回転部材２１と、回転部材２１を回動自在に支持する支持部材２２と、試料片３ａを採
取する直前のシート状ゴム３に回転部材２１の外周面を押し付けるように支持部材２２を
駆動するシリンダ２３とから構成したので、簡単な構成により確実に識別表示３ｂを付与
することができ、実用化に際して極めて有利である。
【００１９】
　尚、前記実施形態では、各ロットにおける最後のバッチの試料片３ａのみに識別表示３
ｂを付与するようにしたものを示したが、最初のバッチの試料片３ａのみに識別表示３ｂ
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を付与するようにしたり、或いは各ロットの一つおきに全てのバッチの試料片３ａに識別
表示３ｂを付与するようにしてもよい。
【００２０】
　また、前記実施形態では、識別表示付与機２０の回転部材２１により、識別表示３ｂと
して歯車の跡をシート状ゴム３に付与するようにしたものを示したが、番号、記号、刻印
等、他の識別表示を付与することも可能であり、各ロットごとに異なった識別表示を付与
するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態を示すサンプリング装置の概略側面図
【図２】識別表示付与機の側面図
【図３】試料片の平面図
【図４】シート状ゴムの平面図
【図５】サンプリング装置の動作を示す概略側面図
【図６】サンプリング装置の動作を示す概略側面図
【符号の説明】
【００２２】
　２…コンベア、３…シート状ゴム、３ａ…試料片、３ｂ…識別表示、１０…打抜機、２
０…識別表示付与機、２１…回転部材、２１ａ…凹凸部、２２…支持部材、２３…シリン
ダ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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